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退職後の雇用拡大・処遇改善の要望活動全支部実施

退職後の再雇用要望等について 全支部の要望活動終わる

徳管協は毎年，管理職員の「退職後の雇用拡大と雇用条件・処遇改善について」

本部又は各１３支部において，県教委と各市町村教委教育長を会長，支部長等が直

接訪問し，退職者等の再任用・再雇用について要望活動を行っている。本年度は

徳・東支部の佐那河内村教委を最後に，県内全地教委への要望活動の実施を終え

た。本年度から役職定年が始まり，役職定年後の働き方や退職等難しい選択が予想

されるが，退職者にとって無年金期間は重要な懸案・課題事項であり，退職後の再 【小松島市教育委員会】

任用・再雇用の必要性は大きな課題である。尚，要望事項は主に次の２点である。 ▶ 9 月 20 日小野寺教育

１ 教育管理職の経験と職歴を活かした，退職後の雇用拡大の働きかけの要望 長に小松島支部長の 原

２ 雇用先の勤務条件と処遇改善（給料・健康保険・年休等）の働きかけの要望 校長が要望書を手交した。

【神山町教育委員会】 【石井町教育委員会】 【上勝町教育委員会】 【勝浦町教育委員会】

▶10月 26日，高橋教育 ▶ 10月 30日，喜多教育 ▶ 11 月 8 日，立川教育 ▶ 11 月 8 日，市川教育

長に名西支部長の森根校 長に名西支部長の森根校 長に勝浦支部長の大井校 長に勝浦支部長の大井校

長が要望書を手交した。 長が要望書を手交した。 長が要望書を手交した。 長が要望書を手交した。

【阿波市教育委員会】 【阿南市教育委員会】 【鳴門市教育委員会】 【佐那河内村教育委員会】

▶11月 24日，高田教育 ▶11月24日，坂本教育 ▶11月 29日，三浦教育 ▶ 12 月 4 日，大島教育

長に阿波支部長の松本校 長に阿南支部長の谷中校 長に鳴門支部長の中山校 長に徳・東支部長の松尾

長が要望書を手交した。 長が要望書を手交した。 長が要望書を手交した。 校長が要望書を手交した。

【徳管協事務局★年末年始閉局日のお知らせ】

年末年始の令和５年１２月２９日（金）～令和６年１月３日（水）の期間，事務局を閉局します。なお，緊

急の電話連絡は対応できます。よろしくお願いします。
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「天使にラブ・ソングを」観劇ツアーの報告
１２月１０日（日）会員，OB，家族等３７名参加のもと，第１９回徳管協

観劇ツアーを開催した。今回は大阪梅田芸術劇場の「ミュージカル天使にラ

ブ・ソングを～シスター・アクト～」の観劇目的にツアーを実施した。コロ

ナ禍の影響で徳管協として実に４年ぶりの開催であった。

参加者は約２０００席の客席を有する大規模なホールで，豪華キャストに

よる歌や踊り，演劇や演奏の迫力と臨場感のある舞台，ミュージカルを鑑賞

することができた。終演後にアンケートを取ったが，大変満足度が高い結果

であった。次年度も会員の要望にお応えできる企画を進めていきたい。

令和４年度再任用管理職動向調査
徳管協調査

令和４年度再任用管理職１２名

内訳：再任用校長８名（２年目４名，初年度４名） 再任用教頭４名（２年目２名，初年度２名）

１ 学校種別内訳

・小学校８名（校長５名・教頭３名） ・中学校４名（校長３名・教頭１名）

２ 徳管協所属支部内訳

・徳・東５名（校長３名 教頭２名） ・鳴門 １名（校長１名 ）

・小松島１名（ 教頭１名） ・阿南 ２名（校長２名 ）

・阿波 １名（校長１名 ） ・板野 ２名（校長１名・教頭１名）

３ 動向について

■再任用管理職（８名）

・再任用校長（５名） ・再任用教頭（３名）

■再任用教諭（１名）

・フルタイム（１名）

■国立大学法人関係1名）

・鳴門教育大学教職大学院実習アドバイザー（１名）

■市町村教委関係（１名）

・教育長（１名）

■その他（１名）

□再任用管理職の推移
年 度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

再任用校長 １５名 ８名 １０名 廃止

定年退職再掲 １３名 ４名 ５名 Ｒ５年度末定年退職なし

再任用教頭 ４名 ４名 ４名 廃止

定年退職再掲 ３名 ２名 ０名 Ｒ５年度末定年退職なし

再任用管理職 計 １９名 １２名 １４名

※定年延長の役職定年制に伴い，令和６年度より再任用管理職制度は廃止。

※令和６年度より「特定管理監督職群の特例任用」制度が開始となるが，令和６年度は実施なし。


